
議案第８０号

あきる野市固定資産評価審査委員会委員の選任について

上記の議案を提出する。

令和２年９月２日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

あきる野市固定資産評価審査委員会委員法理規夫は、令和２年１１月９日をもって任期満

了となるので、その後任者を選任する必要がある。

あきる野市固定資産評価審査委員会委員の選任について

下記の者をあきる野市固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める。

記

氏 名 住 所 生 年 月 日 任 期

岡野哲史
お か の て つ し

あきる野市秋川三丁目６番地１０号 昭和34年 4月 18日
令和2年11月10日から

令和5年11月 9日まで



議案第８１号

あきる野市教育委員会委員の任命について

上記の議案を提出する。

令和２年９月２日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

あきる野市教育委員会委員小西フミ子は、令和２年１０月２７日をもって任期満了となる

ため、その後任者を任命する必要がある。

あきる野市教育委員会委員の任命について

下記の者をあきる野市教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、議会の同意を求める。

記

氏 名 住 所 生 年 月 日 任 期

小西 フミ子
こ に し ふ み こ

あきる野市二宮 1097 番地 47 昭和 30年 10月 30日
令和2年10月28日から

令和6年10月27日まで



議案第８２号

あきる野市長の給料等の特例に関する条例

上記の議案を提出する。

令和２年９月２日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

現市長の現任期に係る退職手当の額を０円とするため、退職手当の算定基礎となる退職す

る日の給料の月額を、０円とする標記条例を制定する。

あきる野市長の給料等の特例に関する条例

令和２年９月２日に在職する市長の令和５年１０月１４日（同日前に退職する場合にあっ

ては、退職する日）における給料の月額は、あきる野市特別職の職員の給与に関する条例

（平成７年あきる野市条例第２７号。以下「条例」という。）第２条第１項の規定にかかわ

らず、０円とする。ただし、条例第３条第２項に規定する期末手当の額の算出の基礎となる

給料月額は、条例別表に掲げる給料月額とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（この条例の失効）

２ この条例は、令和５年１０月１４日又は令和２年９月２日に在職する市長が退職する日

のいずれか早い日限り、その効力を失う。



議案第８３号

あきる野市税賦課徴収条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和２年９月２日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）の施行に伴い、規定を整備する

必要がある。

あきる野市税賦課徴収条例の一部を改正する条例

あきる野市税賦課徴収条例（平成７年あきる野市条例第３６号）の一部を次のように改正

する。

第１９条中「第３２１条の８第２２項及び第２３項の申告書に」を「第３２１条の８第

３４項及び第３５項の申告書に」に、「においては」を「には」に改め、同条第４号中「に

よって」を「により」に改め、同条第５号中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」

に改め、同条第６号中「第３２１条の８第２２項及び第２３項」を「第３２１条の８第３４

項及び第３５項」に改める。

第２０条中「及び第４項」を削り、「並びに」を「及び」に改める。

第２３条第３項中「規定する収益事業」の次に「（以下この項及び第３１条第２項の表第

１号において「収益事業」という。）」を加え、「第３１条第２項の表第１号」を「同号」

に、「第４８条第１０項から第１２項まで」を「第４８条第９項から第１６項まで」に改め

る。

第２４条第１項第２号中「寡夫」を「ひとり親」に改める。

第３１条第２項の表第１号オ中「第２９２条第１項第４号の５」を「第２９２条第１項第

４号の２」に改め、同条第３項中「、同項第２号の連結事業年度開始の日から６月の期間若

しくは同項第３号の連結法人税額の課税標準の算定期間又は同項第４号」を「若しくは同項

第２号の期間又は同項第３号」に改める。

第３４条の２中「第１２項」を「第１１項」に、「寡婦（寡夫）控除額」を「寡婦控除

額、ひとり親控除額」に、「第７項」を「第６項」に改める。

第３４条の４の２第１項中「又は個別帰属法人税額」、「、各連結事業年度又は各計算期

間」及び「、連結事業年度及び計算期間」を削り、同条第２項中「、各連結事業年度又は各

計算期間」を削り、同項ただし書中「第７２条第１項（同法第１４５条においてこれらを準

用する場合を含む。）」を「第７１条第１項」に改め、同条第３項各号列記以外の部分中

「又は個別帰属法人税額」を削り、同項第１号中「又は法第２９２条第１項第４号の２の個



別帰属法人税額」及び「（同法第１４５条において準用する場合を含む。）又は同法第８２

条の１５」を削り、「第３２１条の８第１５項」を「第３２１条の８第２６項」に、「これ

らの」を「この」に改め、同項第３号中「、連結事業年度又は計算期間」及び「又は個別帰

属法人税額」を削る。

第３６条の２第１項ただし書中「第３１４条の２第５項」を「第３１４条の２第４項」に

改める。

第４８条第１項中「第４項、第１９項、第２２項及び第２３項」を「第３１項、第３４項

及び第３５項」に、「第１０項、第１１項及び第１３項」を「第９項、第１０項及び第１２

項」に、「第４項、第１９項及び第２３項」を「第３１項及び第３５項」に、「同条第２２

項」を「同条第３４項」に、「第３項」を「第２項後段」に改め、同条第２項中「第６６条

の７第５項及び第１１項又は第６８条の９１第４項及び第１０項」を「第６６条の７第４項

及び第１０項」に、「第３２１条の８第２４項」を「第３２１条の８第３６項」に改め、同

条第３項中「第６６条の９の３第４項及び第１０項又は第６８条の９３の３第４項及び第

１０項」を「第６６条の９の３第３項及び第９項」に、「第３２１条の８第２５項」を「第

３２１条の８第３７項」に改め、同条第４項中「第３２１条の８第２６項」を「第３２１条

の８第３８項」に改め、同条第５項中「第３２１条の８第２２項」を「第３２１条の８第

３４項」に、「同条第２１項」を「同条第３３項」に、「、第４項又は第１９項」を「又は

第３１項」に、「同条第２３項」を「同条第３５項」に改め、同条第６項中「、第４項又は

第１９項」を「又は第３１項」に、「同条第２２項」を「同条第３４項」に、「第３２１条

の８第２３項」を「第３２１条の８第３５項」に改め、同条第７項中「第３２１条の８第

２２項」を「第３２１条の８第３４項」に、「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」

に改め、同項第２号中「第３２１条の８第２３項」を「第３２１条の８第３５項」に改め、

同条第９項を削り、同条第１０項中「第３２１条の８第４２項」を「第３２１条の８第５２

項」に、「同条第４２項」を「同条第５２項」に、「第１２項」を「第１１項」に改め、同

項を同条第９項とし、同条第１１項を同条第１０項とし、同条第１２項中「第１０項」を

「第９項」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第１３項中「第１０項の内国法人」を

「第９項の内国法人」に、「第７５条の４第２項」を「第７５条の５第２項」に、「第１０

項の申告」を「同項の申告」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１４項を同条第１３

項とし、同条第１５項中「第１３項」を「第１２項」に、「第１０項」を「第９項」に改め、

同項を同条第１４項とし、同条第１６項中「第１３項前段」を「第１２項前段」に、「第

３２１条の８第５１項」を「第３２１条の８第６１項」に、「第１０項」を「第９項」に改

め、同項を同条第１５項とし、同条第１７項中「第１３項後段」を「第１２項後段」に、

「第１５項」を「第１４項」に、「第７５条の４第３項若しくは第６項（同法第８１条の

２４の３第２項において準用する場合を含む。）」を「第７５条の５第３項若しくは第６

項」に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１６項とする。

第５０条第２項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同条第２３項」を

「同条第３５項」に、「、第２項又は第４項」を「又は第２項」に改め、同条第３項中「、

第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め、「（同条第２項又は第４項に規定する申

告書を提出すべき法人が連結子法人の場合には、当該連結子法人との間に連結完全支配関係



がある連結親法人（法人税法第２条第１２号の６の７に規定する連結親法人をいう。以下こ

の項において同じ。）若しくは連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申

告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項第２号において同

じ。）」を削り、同条第４項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改める。

第５２条第４項から第６項までを削る。

附則第４条の２第１項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合（平

均貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。

次項において同じ。）」に、「この条において同じ」を「この項において同じ」に改め、

「（以下この条において「特例基準割合適用年」という。）」を削り、「当該特例基準割合

適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改め、同条第

２項中「及び第４項」を削り、「特例基準割合適用年中」を「各年の平均貸付割合に年

０．５パーセントの割合を加算した割合が年７．３パーセントの割合に満たない場合には、

その年中」に、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合と」を「当該

加算した割合と」に改める。

附則第５条第１項中「及び第４項」を削り、「特例基準割合」を「加算した割合」に改め、

「又は法人税法第８１条の２４第１項の規定により延長された法第３２１条の８第４項に規

定する申告書の提出期限」を削り、同条第２項中「又は法第３２１条の８第４項に規定する

連結法人税額の課税標準の算定期間」を削る。

附則第１７条第１項中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３第１項」を加える。

附則第１７条の２第３項中「第３５条の２」を「第３５条の３」に改める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行

する。

（１） 第２４条第１項第２号、第３４条の２及び第３６条の２第１項ただし書の改正規

定、附則第４条の２の改正規定（同条第２項の改正規定中「及び第４項」を削る部

分を除く。）並びに附則第５条の改正規定（同条第１項の改正規定中「特例基準割

合」を「加算した割合」に改める部分に限る。）並びに次条並びに附則第３条の規

定 令和３年１月１日

（２） 附則第１７条第１項及び第１７条の２第３項の改正規定 土地基本法等の一部を

改正する法律（令和２年法律第１２号）附則第１項第１号に掲げる規定の施行の日

の属する年の翌年の１月１日（令和３年１月１日）

（３） 前２号に掲げる規定以外の規定 令和４年４月１日

（延滞金に関する経過措置）

第２条 この条例による改正後のあきる野市税賦課徴収条例（以下「新条例」という。）附

則第４条の２の規定は、前条第１号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金

について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

（市民税に関する経過措置）

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和



３年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和２年度分までの個人の市民税に

ついては、なお従前の例による。

２ 令和３年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第３６条の２第１項の規

定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは、「地震保険料控

除額、ひとり親控除額（地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）第１条

の規定による改正前の法（以下「旧法」という。）第２９２条第１項第１１号に規定する

寡婦（旧法第３１４条の２第３項の規定に該当するものに限る。）又は旧法第２９２条第

１項第１２号に規定する寡夫である第２３条第１項第１号に掲げる者に係るものを除

く。）」とする。

第４条 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後のあきる野市税賦課徴収条例の規定中

法人の市民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日（以下この条において「３号

施行日」という。）以後に開始する事業年度（所得税法等の一部を改正する法律（令和２

年法律第８号）第３条の規定（同法附則第１条第５号ロに掲げる改正規定に限る。）によ

る改正前の法人税法（昭和４０年法律第３４号。以下この条において「４年旧法人税法」

という。）第２条第１２号の７に規定する連結子法人（次項において「連結子法人」とい

う。）の連結親法人事業年度（４年旧法人税法第１５条の２第１項に規定する連結親法人

事業年度をいう。次項において同じ。）が３号施行日前に開始した事業年度を除く。）分

の法人の市民税について適用する。

２ ３号施行日前に開始した事業年度（連結子法人の連結親法人事業年度が３号施行日前に

開始した事業年度を含む。）分の法人の市民税及び３号施行日前に開始した連結事業年度

（４年旧法人税法第１５条の２第１項に規定する連結事業年度をいう。以下この項におい

て同じ。）（連結子法人の連結親法人事業年度が３号施行日前に開始した連結事業年度を

含む。）分の法人の市民税については、なお従前の例による。



議案第８４号

あきる野市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和２年９月２日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）の一部改正に伴い、規定を整備する必要があ

る。

あきる野市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例

（あきる野市国民健康保険税条例の一部改正）

第１条 あきる野市国民健康保険税条例（平成７年あきる野市条例第８９号）の一部を次の

ように改正する。

附則第８項及び第９項中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３第１項」を加

える。

（あきる野市営住宅条例の一部改正）

第２条 あきる野市営住宅条例（平成９年あきる野市条例第１９号）の一部を次のように改

正する。

附則第５項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合（平均貸付割

合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。）」に

改め、「（以下この項において「特例基準割合適用年」という。）」を削り、「当該特例

基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改

める。

（あきる野市介護保険条例の一部改正）

第３条 あきる野市介護保険条例（平成１２年あきる野市条例第４号）の一部を次のように

改正する。

第７条第４項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合（平均貸付

割合（」に改め、「（昭和３２年法律第２６号）」を削り、「の規定により告示された割

合」を「に規定する平均貸付割合をいう。）」に改め、「（以下この項において「特例基

準割合適用年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特

例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。

（あきる野市後期高齢者医療に関する条例の一部改正）

第４条 あきる野市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年あきる野市条例第２号）の一

部を次のように改正する。



第３条第５号中「であった被保険者」を「であったもの」に改める。

附則第３条中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合（平均貸付割

合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。）」に

改め、「（以下この条において「特例基準割合適用年」という。）」を削り、「当該特例

基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改

める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。ただし、第１条及び附則第３項の規定は、

土地基本法等の一部を改正する法律（令和２年法律第１２号）附則第１項第１号に掲げる

規定の施行の日の属する年の翌年の１月１日（令和３年１月１日）から施行する。

（延滞金に関する経過措置）

２ 第２条の規定による改正後のあきる野市営住宅条例附則第５項の規定、第３条の規定に

よる改正後のあきる野市介護保険条例第７条第４項の規定及び第４条の規定による改正後

のあきる野市後期高齢者医療に関する条例附則第３条の規定は、この条例の施行の日以後

の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、な

お従前の例による。

（国民健康保険税に関する経過措置）

３ 第１条の規定による改正後のあきる野市国民健康保険税条例の規定は、令和３年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、令和２年度分までの国民健康保険税について

は、なお従前の例による。



議案第８５号

あきる野市情報公開条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和２年９月２日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

何人にも市政情報の公開を請求できる権利を保障するとともに、市政情報の公開義務を明

確化するなど、情報公開制度の充実に資するため、規定を整備する必要がある。

あきる野市情報公開条例の一部を改正する条例

あきる野市情報公開条例（平成９年あきる野市条例第１７号）の一部を次のように改正す

る。

目次中「及び市政情報の任意的な公開」を削り、「―第１１条」を「―第１１条の２」に、

「第１１条の２」を「第１１条の３」に改める。

第２章の章名中「及び市政情報の任意的な公開」を削る。

第５条を次のように改める。

（市政情報の公開を請求できるもの）

第５条 何人も、実施機関に対して市政情報の公開を請求することができる。

第６条第３号を削り、同条第４号中「前３号」を「前２号」に改め、同号を同条第３号と

する。

第９条を次のように改める。

（市政情報の公開義務）

第９条 実施機関は、市政情報の公開の請求があったときは、公開の請求に係る市政情報に

次の各号のいずれかに該当する情報（以下「非公開情報」という。）が記録されている場

合を除き、請求者に対し、当該市政情報を公開しなければならない。

（１） 法令及び条例（以下「法令等」という。）の定めるところ又は実施機関が法律若

しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関（内閣府設置法（平

成１１年法律第８９号）第４条第３項に規定する事務をつかさどる機関である内閣

府、宮内庁、同法第４９条第１項若しくは第２項に規定する機関、国家行政組織法

（昭和２３年法律第１２０号）第３条第２項に規定する機関、法律の規定に基づき

内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。）の指示等によ

り、公にすることができないと認められる情報

（２） 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）で特定の

個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を



識別することができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することは

できないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。

ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されて

いる情報

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると

認められる情報

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第２条第１

項に規定する国家公務員（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第

２条第４項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等

（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成１３年法律第１４０

号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）の役員及び職

員、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２条に規定する地方公務員並

びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。）である場合において、当該情報

がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職

及び当該職務遂行の内容に係る部分

（３） 法人（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。）その

他の団体（以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業

に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人

の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。

ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を

保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

イ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から

人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

ウ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他市民

の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

（４） 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他

の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることに

つき相当の理由がある情報

（５） 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の

内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすること

により、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、

不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若し

くは不利益を及ぼすおそれがあるもの

（６） 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人

が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそ

れその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあるもの



ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正

確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若

しくはその発見を困難にするおそれ

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又

は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそ

れ

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそ

れ

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

オ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事

業に関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ

（７） 市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び請求者以外

のもの（以下「第三者」という。）が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの

条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として公にしないことと

されているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に

照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対す

る当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その

信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活

又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。

第１０条中「公開請求」を「公開の請求」に、「前条各号のいずれかに該当することによ

り公開しないことができる市政情報」を「非公開情報」に、「公開しないことができる市政

情報に」を「非公開情報に」に改める。

第１１条を次のように改める。

（公益上の理由による裁量的公開）

第１１条 実施機関は、公開の請求に係る市政情報に非公開情報（第９条第１号に該当する

情報を除く。）が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、

請求者に対し、当該市政情報を公開することができる。

第１１条の２を第１１条の３とする。

第２章に次の１条を加える。

（市政情報の存否に関する情報）

第１１条の２ 公開の請求に対し、当該公開の請求に係る市政情報が存在しているか否かを

答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該市政情報の存

否を明らかにしないで、当該公開の請求を拒否することができる。

第１５条第１項中「及び市政情報の任意的な公開」を削る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際、この条例による改正前のあきる野市情報公開条例（以下「旧条



例」という。）第５条の規定により現にされている市政情報の公開の請求のうち、旧条例

第７条第１項の規定による処分のなされていないものについては、この条例による改正後

のあきる野市情報公開条例の規定を適用する。



議案第８６号

あきる野市立小・中学校情報通信ネットワーク環境施設整備業務の請負契約に

ついて

上記の議案を提出する。

令和２年９月２日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

あきる野市立小・中学校情報通信ネットワーク環境施設整備業務を行うため、請負契約を

締結する必要がある。

あきる野市立小・中学校情報通信ネットワーク環境施設整備業務の請負契約に

ついて

下記のとおり請負契約を締結する。

記

１ 契 約 の 目 的 あきる野市立小・中学校情報通信ネットワーク環境施設整備業務請負

２ 契 約 の 方 法 随意契約

３ 契 約 金 額 １５７，３２５，３００円

４ 契約の相手方 所 在 地 東京都江東区東陽二丁目３番２５号

商号又は名称 株式会社内田洋行 営業統括グループ

代 表 者 名 取締役上席執行役員営業統括グループ統括 小柳 諭司



議案第８７号

あきる野市立小・中学校学習用タブレット端末及び充電保管庫の購入契約につ

いて

上記の議案を提出する。

令和２年９月２日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

あきる野市立小・中学校学習用タブレット端末及び充電保管庫を購入するため、契約を締

結する必要がある。

あきる野市立小・中学校学習用タブレット端末及び充電保管庫の購入契約につ

いて

下記のとおり購入契約を締結する。

記

１ 契 約 の 目 的 あきる野市立小・中学校学習用タブレット端末及び充電保管庫購入

２ 契 約 の 方 法 随意契約

３ 契 約 金 額 ３３９，０８７，４３０円

４ 契約の相手方 所 在 地 東京都江東区東陽二丁目３番２５号

商号又は名称 株式会社内田洋行 営業統括グループ

代 表 者 名 取締役上席執行役員営業統括グループ統括 小柳 諭司



議案第８８号

市道路線の廃止について

上記の議案を提出する。

令和２年９月２日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

市道路線の廃止について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により、市道路線を下記のと

おり廃止する。

記

路 線 名
起 点

終 点

そ の 他

必要な事項

市 道

多 西 ５ ４ ７ 号 線

あきる野市瀬戸岡 532 番地先から

あきる野市瀬戸岡 533 番地先まで
全部廃止





議案第８９号

市道路線の廃止について

上記の議案を提出する。

令和２年９月２日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

市道路線の廃止について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により、市道路線を下記のと

おり廃止する。

記

路 線 名
起 点

終 点

そ の 他

必要な事項

市 道

西秋留１５２号線

あきる野市下代継 52 番地 10 先から

あきる野市上代継 6 番地先まで
全部廃止





議案第９０号

市道路線の廃止について

上記の議案を提出する。

令和２年９月２日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

市道路線の廃止について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により、市道路線を下記のと

おり廃止する。

記

路 線 名
起 点

終 点

そ の 他

必要な事項

市 道

東秋留４７５号線

あきる野市小川 734 番地 2 先から

あきる野市小川 745 番地先まで
全部廃止





議案第９１号

市道路線の廃止について

上記の議案を提出する。

令和２年９月２日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

市道路線の廃止について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により、市道路線を下記のと

おり廃止する。

記

路 線 名
起 点

終 点

そ の 他

必要な事項

市 道

東秋留４９９号線

あきる野市平沢東一丁目 2 番地 21 先から

あきる野市平沢東一丁目 3 番地 1 先まで
全部廃止





議案第９２号

現総合計画の計画期間の延長について

上記の議案を提出する。

令和２年９月２日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

第二次総合計画の計画期間の開始時期を令和３年度から令和４年度に変更することに伴い、

総合計画に基づく市政運営の継続性を担保する必要があるため、現総合計画（基本構想及び

後期基本計画）の計画期間を１年間延長し、同計画の終了時期を令和２年度から令和３年度

に変更するに当たり、あきる野市総合計画条例第６条及びあきる野市議会基本条例第１４条

の規定に基づき、議会の議決に付する。

現総合計画の計画期間の延長について

下記のとおり延長する。

記

１ 基本構想

延長前 平成１３（２００１）年度～令和２（２０２０）年度

延長後 平成１３（２００１）年度～令和３（２０２１）年度

２ 後期基本計画

延長前 平成２６（２０１４）年度～令和２（２０２０）年度

延長後 平成２６（２０１４）年度～令和３（２０２１）年度



議案第９３号

令和元年度あきる野市一般会計歳入歳出決算の認定について

上記の議案を提出する。

令和２年９月２日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和元年度あき

る野市一般会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。



議案第９４号

令和元年度あきる野市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について

上記の議案を提出する。

令和２年９月２日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和元年度あき

る野市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す

る。



議案第９５号

令和元年度あきる野市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

上記の議案を提出する。

令和２年９月２日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和元年度あき

る野市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付

する。



議案第９６号

令和元年度あきる野市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

上記の議案を提出する。

令和２年９月２日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和元年度あき

る野市介護保険特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。



議案第９７号

令和元年度あきる野市戸倉財産区特別会計歳入歳出決算の認定について

上記の議案を提出する。

令和２年９月２日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和元年度あき

る野市戸倉財産区特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。



議案第９８号

令和元年度あきる野市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

上記の議案を提出する。

令和２年９月２日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和元年度あき

る野市下水道事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。



議案第９９号

令和元年度あきる野市テレビ共同受信事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

上記の議案を提出する。

令和２年９月２日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和元年度あき

る野市テレビ共同受信事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定

に付する。



議案第１００号

令和元年度あきる野市秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業特別

会計歳入歳出決算の認定について

上記の議案を提出する。

令和２年９月２日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和元年度あき

る野市秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査

委員の意見を付けて議会の認定に付する。


